
京都府小学生バレーボール連盟規約 

昭和５５年１１月 １日制定 

 

第１章  名   称 

第 １ 条 本連盟は，京都府小学生バレーボール連盟と称する。 

 

第２章  目   的 

第 ２ 条 本連盟は，京都府バレーボール協会に属し，京都府における小学生バレーボー 

ルチームを統括し，小学生バレーボールの普及発展と技術の向上を図ると共に，

心身共に健全な小学生の育成に努めることを目的とする。 

 

第３章  事   業 

第 ３ 条 本連盟は，前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

     １ 小学生バレーボール大会の開催。 

     ２ 小学生を対象とするバレーボール教室の開催。 

     ３ 小学生バレーボールに関する指導者の育成と，指導者講習会・研修会の開 

催。 

     ４ 小学生バレーボールに関する審判員の養成と，審判講習会・研修会の開催。 

     ５ その他，本連盟の目的を達成するために必要な事業。 

 

第４章  組   織 

第 ４ 条 本連盟は，本連盟の趣旨に賛同する京都府在住の小学生バレーボールチームを 

もって組織する。 

 

第５章  役   員 

第 ５ 条 本連盟には，次の役員を置く。 

     ・会  長  １ 名  ・副 会 長  若干名  ・顧  問  若干名 

     ・参  与  若干名  ・理 事 長  １ 名  ・副理事長  若干名 

     ・常任理事  若干名  ・理  事  若干名  ・会  計  １ 名 

     ・監  事  ２ 名 

第 ６ 条 役員の任期はすべて２カ年とし，留任は妨げない。 

第 ７ 条 本連盟の役員の選出は，次の方法による。 

     １ 会長・副会長は理事会において推挙する。 

     ２ 顧問・参与は常任理事会において推挙し，会長がこれを委嘱する。 

     ３ 理事長・副理事長は理事の中より理事会において選出し，会長がこれを委 

嘱する。 

    ４ 常任理事は理事会において選出し，会長がこれを委嘱する。 

    ５ 理事は，各部・各支部より推薦された者から選出し，会長がこれを委嘱す 

る。会長は，学識経験者の中から前項理事のほかに指名委嘱することがで 

きる。但し，指名理事数は前項理事数の２分の１をこえることはできない。 



    ６ 会計及び監事は，理事会において推挙し，会長がこれを委嘱する。 

第 ８ 条 本連盟の役員の任務は次の通りとする。 

    １ 会長は本連盟を統括し，連盟を代表する。 

    ２ 副会長は会長を補佐し，会長事故ある時はその職務を代行する。 

    ３ 理事長は本連盟の会務を掌握する。 

    ４ 副理事長は理事長を補佐し，理事長事故ある時はその職務を代行する。 

    ５ 理事は理事会に付議された事項を審議する。 

    ６ 会計は本連盟の会計収支にたずさわり，監事の会計監査を受ける。 

    ７ 監事は会計を監査する。 

 

第６章  会   議 

第 ９ 条 本連盟に次の会議を置く。 

    １ 常任理事会は臨時開催し，理事会に提出する書類及び，その他必要な事項 

について検討する。 

    ２ 理事会（総会）は年１回以上会長が招集して開催する。 

理事会は会期の変更，予算・決算の承認，事業計画，役員の選出をするほ

か，本連盟の基本事項を決議する。 

第１０条 議事は出席者の過半数をもって決定する。 

 

第７章  専門委員会 

第１１条 本連盟に専門委員会を設置することができる。 

第２項 本連盟に特別委員会を設置することができる。 

    （１）コンプライアンス委員会 

       コンプライアンス委員会の規定は別の定める。 

 

第８章  経   理 

第１２条 本連盟の経費は，登録費・助成金・事業収益・寄付金・その他をもってこれに

あてる。 

第１３条 本連盟の事業並びに会計年度は毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わ 

る。 

第１４条 本連盟の予算は理事会で決定し，決算は監事の監査を経て，理事会の承認を得 

る。 

 

第９章  付   則 

第１５条 本連盟の規約は，昭和５５年１１月１日より施行する。 

第１６条 本連盟の規約改正は理事会において行う。 

第１７条 その他，必要なる事項は細則をもって定める。 

第１８条 本連盟の事務所は理事長の所在地に置く。 

第１９条 本連盟の規約は，平成２３年１２月 １日より施行する。 

第２０条 本連盟の規約は，令和５年 ２月２６日より施行する。 


